様式第３号（第６関係）
誓　約　書
　北上市地方就職支援金交付要綱に基づく地方就職支援金の交付を申請するに当たり、
次の条件を遵守することを誓約します。
１　申請日から５年以上継続して、北上市に居住する意思があること。
２　３親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人へ就職する場合、就業先が第４第４号に掲げる業種であること。
３　北上市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
４　北上市地方就職支援金の交付について、報告及び立入調査を北上市から求められた場合には、これに応じること。
５　以下の場合には、北上市地方就職支援金交付要綱第９に基づき、地方就職支援金の全額又は半額を返還すること。
（1） 全額の返還
　　ア　虚偽の内容を申請したことが判明したとき。
　　イ　申請日から１年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職を行わなかったとき。
　　ウ　申請日から１年以内に移住しなかったとき。ただし、申請時に既に北上市に住民票がある場合を除く。
　　エ　就職から１年以内に就職先を退職したとき。ただし、退職日から３か月以内に地方就職支援金の要件を満たす就職をする場合を除く。
    オ  移住した日から３年未満に北上市から転出したとき。ただし、住民票を移さず転出していた者については、第４の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から３年未満に市から転出したとき。
（2） 半額の返還
　　　移住した日から３年以上５年以内に北上市から転出したとき。ただし、住民票を移さず転出していた者については、第４の要件を満たす企業等への就業開始又は申請日のいずれか遅い日から３年以上５年以内に市から転出したとき。
年　　月　　日
申請者　住所　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　
